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外国送金・LC開設（条件変更）におけるご申告項目の追加について 

 

 ◆ 当行は、「外国為替及び外国貿易法」に基づく経済制裁措置に対応するため、お客さまの外国送

金取引や輸入取引が「貿易に関する支払規制」や「資金使途規制」等に該当しないことを確認さ

せていただいております。 

◆ 現在、「外国送金受付サービス」および「輸入信用状開設・変更受付サービス」においては、「『外

国為替及び外国貿易法』の北朝鮮・イラン関連規制に該当しない」ことのご申告をいただいており

ますが、2019年7月26日（金）よりご申告項目を追加いたします（本件後のご申告項目は

下表①および②をご参照ください）。 

 ◆ お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力を賜りますようお願いいたします。 

 

 【①「外国送金受付サービス」のご申告項目（※）】 

ご申告項目 既存/追加の別 

□ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません 追加項目 

□ 外国為替及び外国貿易法の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません 既存項目 

□ 送金受取人は北朝鮮に住居等を有する者又は北朝鮮に住居等を有す

る者に実質的に支配されている者に該当しません 
追加項目 

  （※）□にチェックをいただかないと本サービスをご利用いただけません。 

 

 【②「輸入信用状開設・変更受付サービス」のご申告項目（※）】 

ご申告項目 既存/追加の別 

□ 国連等の資産凍結等経済制裁対象先に該当しません 追加項目 

□ 外国為替及び外国貿易法の北朝鮮・イラン関連規制に該当しません 既存項目 

□ 受益者は北朝鮮に住居等を有する者又は北朝鮮に住居等を有する者に

実質的に支配されている者に該当しません 
追加項目 

  （※）□にチェックをいただかないと本サービスをご利用いただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 【作成中および作成済の送金（L/C開設）データの取扱い】 

※作成中および作成済の送金（L/C 開設）データのご申告項目につきましては、申告項目の追加

に伴い、2019年７月26日（金）以降、上表①②の申告項目すべてに一律でチェックマーク

がつく仕様となりますので、あらかじめご了承願います。 

 



＜入力画面サンプル＞ 

①外国送金依頼作成画面 

 

 

 

②輸入信用状開設依頼作成画面 

 

3項目すべて入力必須（チェック必須） 

の項目といたします。 

3項目すべて入力必須（チェック必須） 

の項目といたします。 


